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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２９年２月１２日 １０時１０分ごろ～１３日 １６時 

４５分ごろの間） 

発生場所 不明（静岡県下田市神子
み こ

元
もと

島付近～東京都御蔵
み く ら

島
じま

村御蔵島西南西方

沖） 

事故の概要 漁船築地
つ き じ

丸は、転覆しているところを発見された。 

築地丸は、船長が死亡し、船尾部船底外板の圧壊等を生じた。  

事故調査の経過  平成２９年２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 築地丸、１２トン 

 ＳＯ２－４５８６（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.７７ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４６８.００kＷ、平成４年３月 

 第２４１－１１４８５号（船舶検査済票の番号）    

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１１年３月１５日 

免許証交付日 平成２５年５月１５日 

         （平成３１年３月１４日まで有効）    

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船尾部船底外板に圧壊、シューピース及び舵板に破損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約８～１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ、水温 約１７℃ 

 東京管区気象台の地方海上予報の発表状況 

  関東海域南部には、２月１２日０５時２０分に海上強風警報が継 

続して発表され、１７時３５分に海上風警報に切り替えられ、１３ 

日１７時２０分に解除されていた。 

 事故の経過  本船は、船長（以下「本件船長」という。）が１人で乗り組み、下

田市下田港を出港し、東京都八丈町八丈島西北西方沖の漁場（以下

「本件漁場」という。）に向かった。 
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 本船の出港を聞いた僚船船長は、平成２９年２月１２日１０時１０

分ごろ、船舶電話で本件船長と話をした際、神子元島付近を約５～６

ノットの速力で航行中との返事を受けた。 

 僚船船長は、１３日０６時００分ごろ、再度本船に船舶電話を掛け

て海上模様を聞こうとしたが、呼出し音が鳴らなかったので、本船の

ことが気に掛かり、様子を確認しようと思い、１１時３０分ごろ静岡

県南伊豆町手石港を本件漁場に向けて出港した。 

 僚船船長は、出港後、本船に複数回船舶電話を掛けたものの、呼出

し音が鳴らない状況に変わりがなかったので、本船及び僚船が所属す

る漁業協同組合（以下「所属漁協」という。）にこれまでの経過を報

告した。 

 所属漁協は、１５時２０分ごろ、僚船船長に対して本件船長との連

絡がとれたか確認したところ、漁業無線の呼び掛けに対しても応答が

ないとの報告を受け、海上保安庁に捜索を要請するとともに、近隣の

漁業協同組合に対して本船に関する情報の提供を依頼した。 

 本船は、１６時４５分ごろ、御蔵島西南西方沖１６.５海里（Ｍ）

付近において、転覆しているところを捜索中の海上保安庁の航空機に

発見され、また、本件船長は、１４日０６時４９分ごろ、本船の船内

から海上保安庁の特殊救難隊に発見された。 

本件船長は、海上保安庁のヘリコプターにより下田港まで搬送さ

れ、その後、死因は溺水と検案された。 

 本船は、下田港までえい
．．

航されて陸揚され、解体された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項  本船は、船尾部船底に圧壊等を生じていた。 

 本船の船体には、他船と衝突したような痕跡は認められなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、下田港から本件漁場に向けて航行中、神子元島付近におい

て、本件船長が１２日１０時１０分ごろ僚船船長と船舶電話で話をし

た後、１３日１６時４５分ごろ御蔵島西南西方沖で転覆しているとこ

ろを発見されたことから、この間において、転覆したものと考えられ

る。 

 本船は、船尾部船底外板に圧壊等を生じていたことから、航行中、

何かに乗り揚げて転覆した可能性があると考えられるが、圧壊等が生

じた状況及び転覆に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 本件船長の死因は、溺水であった。 

本件船長は、転覆した際に船内に閉じ込められて海中に没し、溺水

したものと考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはで
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きなかった。 

原因  本事故は、本船が、下田港から本件漁場に向けて航行中、転覆した

ものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・陸岸から遠く離れた漁場に行く場合、僚船など複数の船舶で向か

い、互いに異状がないか注意できるようにすることが望ましい。 
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  付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

静岡県 

伊豆半島 

 

写真１ 本船 

八丈島 

本件漁場 

下田港 

御蔵島 

神子元島 

転覆した本船が発見された場所 

（平成２９年２月１３日 

１６時４５分ごろ） 


